
定例記者会見 令和４年１２月９日（金）１１時００分～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

商工観光部 経営支援課 

（電話０５９－２３６－３３５５） 

ビジネスサポートセンター次長

（兼）経営支援課長 

杉下 照幸 

 
エネルギー価格高騰に対する事業者支援策 

津市中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援事業 

本日から申請受付開始 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



令和４年１２月９日

本日から申請受付開始

エネルギー価格高騰に対する事業者支援策

津市中小企業エネルギー価格
高騰対策事業継続支援事業



津市中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金の経緯①

終息が見えない物価・エネルギー価格の高騰

国の動き

「電力・ガス・食料品等価格高騰
重点支援地方交付金」の創設

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

国の動き
令和４年４月

国の動き
令和４年９月

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」

による地方への支援

原油価格・物価高騰等総合緊急対策



津市中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金の経緯②

終息が見えない物価・エネルギー価格の高騰

国の動き

第２弾は中小企業への支援策へと拡大

対象 令和４年７月～１２月の１か月分のエネルギー経費

「中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金」

津市の動き

津市の動き

第１弾として小規模企業者への支援策を実施

対象 令和４年１月～６月の１か月分のエネルギー経費

「小規模企業者原油価格高騰対策事業継続支援金」令和4年7月11日
～11月10日

令和4年12月9日～
令和5年2月15日

予算額：１億１,１００万円 想定件数：１,４１０件

予算額：３億２,８６０万円 想定件数：７,６４５件

前回

今回



津市中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金の概要①

例１： 国の施設園芸等燃油価格高騰対策事業に
おいて、セーフティーネット加入者への補填金
交付を受けている事業者

例２： 県の貨物自動車運送事業者の燃料価格
高騰支援事業において、軽油・ガソリンに
係る支援金の交付を受けている事業者

③支援対象経費について、他の
公的制度における助成・補助等
により支援を受けていないこと

エネルギー価格の高騰が続いている環境下で、影響を大きく受け
ている中小企業の事業継続を支援する

目的

対象者

①津市内に事業所を
有する中小企業者

②市税の未納がないこと

小規模企業者から

対象範囲を拡大

業 種

中小企業者
（下記のいずれかを満たすこと）

小規模企業者

資本金の額又は
出資の総額

常時使用する
従業員の数

常時使用する
従業員の数

①製造業、建設業、
運輸業その他の業種
（②～④を除く）

3億円以下 300人以下 20人以下

②卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下

③サービス業 5,000万円以下 100人以下 5人以下

④小売業 5,000万円以下 50人以下 5人以下

今
回
の
対
象
範
囲

前
回
の
対
象
範
囲



津市中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金の概要②

令和４年７月から１２月までの期間の任意の１か月で
電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油、重油の６種類について
市内における事業活動で使用した経費
(以下「エネルギー経費」という。)の合計金額が対象

①合計額 ５万円以上１０万円未満・・・交付額２万５千円

②合計額１０万円以上２０万円未満・・・交付額５万円

③合計額２０万円以上３０万円未満・・・交付額１０万円

④合計額３０万円以上 ・・・交付額１５万円

１か月分のエネルギー経費の合計額に応じ下記の金額を
交付

対象月
・

対象経費

対象要件
・

交付額

前回は令和４年１月～６月

今
回
の
交
付

前
回
の
交
付



申請に必要となる書類

② 誓約・同意書（第２号様式）

⑦ 申請者名義の通帳の写し（振込口座確認のため）

④ 直近の確定申告書類の写し、または令和４年１月から１２月まで
の開業届の写し

⑥ 個人事業者の場合は本人確認書類の写し（運転免許証等）
法人の場合は代表者の本人確認書類の写し、
または登記事項証明書（履歴事項全部証明書）

③ エネルギー経費を確認する書類の写し
（対象期間におけるいずれかの月のエネルギー経費に関する、領収書・
請求書等、品目、金額、支払日、事業者名等の記載があるもの）

① 申請書（第１号様式）

⑤ 市税の完納証明書 （令和４年４月１日以降の取得分）

※支払月を基準とします

申請書類 ※津市ホームページからダウンロード

添付書類申請に必要な
書類

（①～⑦）

津市小規模企業者原
油価格高騰対策事業
継続支援金の交付を
受けた事業者で内容
に変更がないことを確
約する場合は④⑤⑥
の書類を省略できます。



申請受付期間・申請方法等

申請受付期間

申請方法

申請（郵送）先

問い合わせ先

令和４年１２月９日（金）～令和５年２月１５日（水）
※消印有効

原則 郵送のみで受付
※３密（密閉、密集、密接）を避けるため、御協力をお願いします。

〒514-0131 三重県津市あのつ台四丁目６番地１
あのつピア１階 津市ビジネスサポートセンター
「津市中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金」

事務局あて

商工観光部経営支援課 支援金事務局

支援金お問い合わせ電話番号：０５９－２３３－１６００



定例記者会見 令和４年１２月９日（金）１１時００分～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

農林水産部 農林水産政策課 

（電話０５９－２２９－３１７２） 

農林水産政策課長 

稲垣 正司 

 
エネルギー価格・物価高騰に対する農業者支援 

津市肥料価格高騰対策支援事業 

１２月２１日から随時 申請書を発送・受付開始 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



エネルギー価格・物価高騰に対する農業者支援

津市肥料価格高騰対策支援事業

１２月２１日から随時 申請書を発送・受付開始

令和４年１２月９日
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津市肥料価格高騰対策支援事業の概要①

目的

新型コロナウイルス感染拡大が収束しない中、世界的な穀物需要の増加や
エネルギー価格の上昇により、肥料価格が高騰していることから、海外原料
に依存している化学肥料の低減や堆肥等国内資源の活用を進める取組を
行う農業者に対し、肥料コスト上昇分の一部を助成することで農業経営へ
の影響を緩和する

対象者

次の１～３をすべて満たす農業者

１.市内に農地を所有または借り受けている者

２.市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人等

３.国の支援対象となった採択通知のある農業者グループ
（参加農業者５名以上）

内容
国・県が支援対象とした肥料価格上昇分における農家負担分の１/２を
支援



津市肥料価格高騰対策支援事業の概要②
予算額 ２，０１２万１千円

支援金
算定方法

国の支援額＝（「当年の肥料費」－「前年の肥料費」）×７０％（Ａ）

県の支援額＝（「当年の肥料費」－「前年の肥料費」－「国の支援額」）×５０％（Ｂ）

市の支援額＝（「当年の肥料費」－「前年の肥料費」－「国・県の支援額」）×５０％
「前年の肥料費」＝「当年の肥料費」÷「価格高騰率」÷「使用量低減率」

※ 「価格高騰率」は、農業物価統計調査に基づく農業物価指数等により、別途農林水産省農産局長が
定め、事業実施主体となる三重県農業再生協議会において、秋肥と春肥で別々の高騰率を適用。

※ 「使用量低減率」は、化学肥料低減によって見込まれる削減率として０.９を用いる。

肥料価格の高騰

農家負担分の１/２
(７．５%)を市が支援

R4肥料 10％低減肥料

Ｃ 農家負担分（15％）

Ｂ 県支援分（15％）

Ａ 国支援分（70％）

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ４（肥料低減取組後）



申請の流れ

国の肥料価格高騰対策事業
事業実施主体

県農業再生協議会

農業者

国の肥料価格高騰対策事業
取組実施者

肥料販売店等

津 市

①国の交付決定後
随時情報提供

国の肥料価格高騰対策事業

②申請書を
送付

③申請

国の肥料価格高騰対策事業の事業実施主体である県農業再生協議会と連携を
図り、国への申請手続きを行う肥料販売店等に市への申請手続きも担っていた
だくことで、農業者の負担をなくします。

申請

交付決定

取りまとめ

④支援金交付

⑤配分

津市肥料価格高騰対策支援事業



農業者の申請手続き（国の肥料価格高騰対策事業）

申請方法 肥料販売店等へ必要書類（①～⑤）を提出

必要書類

②化学肥料低減
計画書

③対象となる肥料を注文・購入
したことを証明する書類の写し
（例：注文書及び請求書または領収書）

④農産物の販売実績を確認できる
書類の写し
（例：販売伝票または決算書、確定申告書）

⑤支援金受取口座の通帳写し

①肥料価格高騰対策
事業の申請に関する
確認書



申請方法

申請方法
肥料販売店等が送付された申請書に必要事項を記入し
郵送にて申請

申請書類 肥料価格高騰対策支援金交付申請書

申請書
郵送先

〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号
農林水産部農林水産政策課

申請締切 令和５年２月２８日（火）

予算額
２０，１２１千円

１２月２１日から随時 津市から肥料販売店等へ
肥料価格高騰対策支援金交付申請書を送付



問い合わせ先

農林水産部農林水産政策課
〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号

TEL ０５９－２２９－３１７２

FAX ０５９－２２９－３１６８



定例記者会見 令和４年１２月９日（金）１１時００分～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

農林水産部 農林水産政策課 

（電話０５９－２２９－３１７２） 

農林水産政策課長 

稲垣 正司 

 
エネルギー価格・物価高騰に対する畜産事業者支援 

津市畜産事業者事業継続支援事業 

１２月２１日 申請書を発送・受付開始 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



エネルギー価格・物価高騰に対する畜産事業者支援

津市畜産事業者事業継続支援事業

１２月２１日 申請書を発送・受付開始

令和４年１２月９日
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津市畜産事業者事業継続支援事業の概要

目的

新型コロナウイルス感染拡大が収束しない中で、世界的な穀物需要の増加
やエネルギー価格の上昇により、飼料価格等の異常な高騰が続いているこ
とから、市内の畜産事業者を対象に事業継続を目的とした支援金を交付し、
畜産経営を支援する

対象者 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人等

予算額 ４５０万円

支援金
算定方法

市内で飼養する飼養頭数等に応じて支援金を交付し、事業の継続を支援
する。乳牛の一頭当たりの支援額を１，０００円と設定し、家畜及び家禽の
飼養頭数等に応じ、階層分けを行った定額を支援する

※三重県畜産協会が発行する令和４年度畜産経営指標により各家畜及び家禽の１日当たりの飼料の需給量を参考

定
額

乳牛 １，０００円/１頭
肉用牛 １，０００円/３頭
養豚 １，０００円/３．３頭
養鶏 １，０００円/２７２．７羽



支援額①

階層区分（飼養頭数） 支援額（円）

1

乳 牛 500頭～

500,000
肉用牛 1,500頭～

養 豚 1,700頭～

養 鶏 136,400羽～

2

乳 牛 450～499頭

450,000
肉用牛 1,350～1,499頭

養 豚 1,530～1,699頭

養 鶏 122,760～136,399羽

3

乳 牛 400～449頭

400,000
肉用牛 1,200～1,349頭

養 豚 1,360～1,529頭

養 鶏 109,120～122,759羽

4

乳 牛 350～399頭

350,000
肉用牛 1,050～1,199頭

養 豚 1,190～1,359頭

養 鶏 95,480～109,119羽

階層区分（飼養頭数） 支援額（円）

5

乳 牛 300～349頭

300,000
肉用牛 900～1,049頭

養 豚 1,020～1,189頭

養 鶏 81,840～95,479羽

6

乳 牛 250～299頭

250,000
肉用牛 750～899頭

養 豚 850～1,019頭

養 鶏 68,200～81,839羽

7

乳 牛 200～249頭

200,000
肉用牛 600～749頭

養 豚 680～849頭

養 鶏 54,560～68,199羽

8

乳 牛 150～199頭

150,000
肉用牛 450～599頭

養 豚 510～679頭

養 鶏 40,920～54,559羽



支援額②
階層区分（飼養頭数） 支援額（円）

9

乳 牛 100～149頭

100,000
肉用牛 300～449頭

養 豚 340～509頭

養 鶏 27,280～40,919羽

10

乳 牛 50～99頭

50,000
肉用牛 150～299頭

養 豚 170～339頭

養 鶏 13,640～27,279羽

11

乳 牛 40～49頭

40,000
肉用牛 120～149頭

養 豚 136～169頭

養 鶏 10,912～13,639羽

12

乳 牛 30～39頭

30,000
肉用牛 90～119頭

養 豚 102～135頭

養 鶏 8,184～10,911羽

階層区分（飼養頭数） 支援額（円）

13

乳 牛 20～29頭

20,000
肉用牛 60～89頭

養 豚 68～101頭

養 鶏 5,456～8,183羽

14

乳 牛 10～19頭

10,000
肉用牛 30～59頭

養 豚 34～67頭

養 鶏 2,728～5,455羽

15

乳 牛 ～9頭

0
肉用牛 ～29頭

養 豚 ～33頭

養 鶏 ～2,727羽

※複数種飼養する事業者にあっては、飼養規模の
一番大きな家畜及び家禽のみを本支援の対象
とします。
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申請方法

申請方法 送付された申請書等に必要事項を記入し郵送で申請

申請書類
①畜産事業者事業継続支援金交付申請書
②飼養頭数確認書（令和５年１月１日時点の飼養頭数を記入）

申請書
郵送先

〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号
農林水産部農林水産政策課

申請締切 令和５年１月３１日（火） ※当日消印有効

三重県へ飼養届を提出している市内畜産事業者に対し
１２月２１日（水）に畜産事業者事業継続支援金交付申請書と
飼養頭数確認書を送付



問い合わせ先

農林水産部農林水産政策課
〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号

TEL ０５９－２２９－３１７２

FAX ０５９－２２９－３１６８



定例記者会見 令和４年１２月９日（金）１１時００分～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

市民部 市民交流課 

（電話０５９－２２９－３２５２） 

市民交流課長 

落合 勝利 

 
エネルギー価格・物価高騰に対する生活者支援 

自治会防犯灯電気料金高騰対策支援事業 

１２月１４日 申請書を発送・受付開始 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



エネルギー価格・物価高騰に対する生活者支援

自治会防犯灯電気料金高騰対策支援事業
１２月１４日 申請書を発送・受付開始

令和４年１２月９日



2

自治会防犯灯電気料金高騰対策支援事業の概要①

目 的

原油価格・物価高騰による電気料金の上昇に伴い、自治会等が
管理する防犯灯の電気料金に大きく影響が出ているため、
昨年度からの電気料金上昇分の一部を支援金として給付する
ことにより自治会負担を軽減し、地域の安全安心なまちづくりが
継続されるよう支援する

対象者
自治会等
（防犯灯を所有する本市の区域内に存する自治協力団体）

内 容

自治会等が公衆街路灯として電力会社等と契約している
防犯灯1基当たり２４０円を給付

※公衆街路灯契約ではない外灯は自治会等が防犯灯として
設置している場合であっても給付の対象とはなりません。



3

自治会防犯灯電気料金高騰対策支援事業の概要②

予算額 ８２３万1千円

積算方法

【支援金の積算】
令和３年（１月から１２月）と令和４年（１月から９月）までの防犯灯
電気料金の平均を比較すると、１基あたり年額約２４０円の増額が
見込まれるため、増額分に自治会所有見込基数を乗じた額を防犯灯
電気料金支援金として計上

・防犯灯１基あたりの電気料金上昇見込み額 ２４０円
・自治会所有の防犯灯見込み基数 ３３，５９６基

２４０円 × ３３，５９６基 ＝ ８，０６３，０４０円

【内訳】
・支援金 ８０６万４千円
・郵送に係る通信運搬費 １６万７千円



申請に必要な書類

予算額
２０，１２１千円

１２月１４日に津市から
全自治会に申請書（返信用封筒同封）を送付

①電力会社等からの
防犯灯電気料金に係る
電気料金の請求書

※➀➁は令和４年１０月以降のもの※必要事項を記入

②電気料金の請求書の内訳

写 写

➂受取口座を確認
できる書類の写し

申請書（請求書） 添付書類



申請方法等

申請方法
申請書（請求書）及び添付書類を同封の返信用封筒で
郵送していただくか、直接窓口へ提出してください。

申請先
市民部市民交流課
各総合支所地域振興課、久居総合支所生活課

申請締切 令和５年２月１７日（金）



津市市民部市民交流課

〒514-8611 
津市西丸之内23番１号
電話番号 059-229-3252
ファクス 059-227-8070
E-Mail 229-3252@city.tsu.lg.jp

問い合わせ先



定例記者会見 令和４年１２月９日（金）１１時００分～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

健康福祉部 新型コロナウイルス 

ワクチン接種推進室 

（電話０５９－２２９－３３５３） 

新型コロナウイルス 

ワクチン接種推進担当参事(兼) 

新型コロナウイルス 

ワクチン接種推進室長 

駒田 好彦 

 
新型コロナワクチン接種 

令和５年１月の接種体制 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



新型コロナワクチン接種

令和5年1月の接種体制

令和4年12月9日



3回目接種回数 184,018回

3回目接種率 ※ 67.1％

4回目接種回数 107,013回

4回目接種率 ※ 39.0％

4回目接種状況

※全人口27万4,065人（令和4年1月1日時点）に対する接種率

3回目接種状況

接種状況について（12月7日時点）

2回目接種回数 226,307回

2回目接種率 ※ 82.6％

2回目接種状況

1回目接種回数 227,299回

1回目接種率 ※ 82.9％

1回目接種状況

5回目接種回数 12,198回

5回目接種率 ※ 4.5％

5回目接種状況

3回目 2,863回 （1.0％）

4回目 31,237回（11.4％）

5回目 12,198回 （4.5％）

合計 46,298回（16.9％）

オミクロン株対応ワクチン接種回数（接種率※）
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集団接種会場における接種回数の推移（11月30日時点）

接種回数 10月1日～
モデルナ（BA.1）
接種開始

10月21日～
追加接種間隔
３カ月に短縮

9月29日～
4回目接種
対象者拡大

11月1日～
５回目ワクチン
接種開始



12月集団接種の予約状況（12月8日時点）

予約開始 津市接種日
津センターパレス 久居インターガーデン 美杉総合支所 合計

予約空枠 予約空枠 予約空枠 予約空枠

12月1日

12月10日（土） 0 0 ― 0

12月11日（日） 0 0 20 20

12月15日（木） 22 0 ― 22

12月5日
12月17日（土） 211 78 ― 289

12月18日（日） 244 171 ― 415
計 477 249 20 746

県営会場 ツッキードーム（ボートレース津）
使用ワクチン オミクロン株対応 モデルナ（BA.4-5）

予約開始 開設日時 予約空枠

11月24日
12月10日（土） 9時～12時、13時30分～16時30分 0

12月18日（日） 9時～12時、13時30分～16時30分 0

使用ワクチン 12月10・11日 オミクロン株対応 ファイザー（BA.4-5）
12月15日以降 オミクロン株対応 モデルナ （BA.4-5）



接種券発送日
3・4・5回目
発送数

予約開始日 予約開始する接種日

12月 5日（月）

12／17 ／18

土 日

12月 9日（金）

100
1,000

1万2,300

12月12日（月）

12／17 ／18 ／22 ／24 1／7

土 日 木 土 土

12月19日（月）

100
500

6,500

12月21日（水）

1／14 ／21

土 土

12月26日（月）

100
400

4,500

12月28日（水）

1／28

土

3・4・5回目接種券発送日と集団会場接種日

津センターパレス・久居インターガーデンの開催計画

※コールセンターは令和４年12月29日（木）～令和５年1月3日（火）を休業とさせていただきます。

使用するワクチン オミクロン株対応 モデルナ（BA.4-5）

12月17・18日を
前倒して開放



国・県の
問い合わせ先

 ワクチン接種前後の副反応に関する質問・相談 新型コロナウ
イルスワクチン副反応相談窓口 Tel:059-224-3326

 ワクチン接種に関する質問・相談 みえ新型コロナウイルスワクチ
ン接種ホットライン Tel:059-224-2825

 ワクチンの有効性・安全性など制度全般 厚生労働省新型コロ
ナワクチンコールセンター Tel:0120-761-770

 医療機関の接種予約状況など総合案内サイト
コロナワクチンナビ

予約先

【集団接種】
 津市新型コロナワクチン接種予約・相談電話窓口(コールセンター)
Tel:0120-059-550

 津市新型コロナワクチン接種予約サイト
【接種協力医療機関での個別接種】
 各医療機関に予約 接種協力医療機関一覧

コロナワクチンナビ

津市接種予約サイト

相談窓口など



健康福祉部
新型コロナウイルスワクチン接種推進室
〒514-8611 津市西丸之内23番1号
ＴＥＬ：059-229-3353
ＦＡＸ：059-229-3346

問い合わせ
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